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東京水素ビジョン（令和４年３月策定）概要版から
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事業の目的

• 水素エネルギーの普及拡大

• 省エネ、低炭素化、レジリエンスの向上

⇒都内事業所に対し、

業務・産業用燃料電池の導入を推進

水素を活用したスマートエネルギーエリア形成推進事業（業務・産業部門）

再エネ由来水素の本格活用を見据えた設備導入促進事業
事業の目的

• 再生可能エネルギー由来水素（グリーン水素）の普及
• 事業所等におけるレジリエンスの向上

⇒都内の事業所に対し、

再生可能エネルギー由来水素活用設備

純水素型燃料電池

の導入を推進
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①事業者（２つの事業共通）

助成対象事業
実施者

・都内の区市町村
・民間事業者：都内に事業所又は事務所を
有する法人又は個人の事業者

ESCO事業者 助成対象設備に係るパフォーマンス契約等を
助成対象事業実施者と締結するESCO事業者

リース事業者
助成対象設備に係るリース契約等を締結する
リース事業者

管理組合法人

助成対象事業で設置する助成対象設備が建
物の区分所有等に関する法律（昭和３７年法律
第６９号）第２条第２項の区分所有者の全員の
共有に属する場合にあっては、同法第２５条１
項の管理者又は同法第４７条第２項の管理組
合法人
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②申請に当たって（２つの事業共通）

●申請前からのご相談も賜ります。
・こんな設備対象になるかなー
・申請のために揃える書類を確認したい などなどご相談ください。

●申請予定なら、事前相談＆事前確認のご利用を。
書類不備等により、申請受理ができない等のトラブルが起きないよう、申請
を予定されている事業者におかれましては、事前相談や事前確認を是非ご
利用ください。
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●再エネ由来水素の本格活用を見据えた設備
導入促進事業

●水素を活用したスマートエネルギーエリア形成推進事業
（業務・産業部門）（令和３年度以降の申請）
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再エネ由来水素の本格活用を見据えた設備導入促進事業

①助成対象設備

1.再生可能エネルギー由来水素活用設備
⇒ 再エネ電力を用いて水の電気分解により水素を製造する設備
例：太陽光パネル・蓄電池設備・水素製造設備・圧縮機・蓄圧機

2.純水素型燃料電池
⇒ 水素のみを燃料とする定置式燃料電池

②助成要件（①の１・２共通）
1.社会的実装段階であること
2.未使用品であること
3.新規設置又は更新設置であること
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③助成要件（再生可能エネルギー由来水素活用設備）
１．次のいずれかに水素を燃料として供給するために必要な設備であること

(1) 燃料電池自動車
(2) 燃料電池バス
(3) 燃料電池フォークリフト
(4) 純水素型燃料電池
(5) 水素燃料ボイラー

２．当該設備に要する電力をすべて再生可能エネルギーによる発電設備
で賄うこと
例） (ア)再生可能エネルギーによる発電設備で発電した電力

(イ)小売電力事業者等が提供する再エネ電力
(ウ) 上記アとイの組み合わせで調達

３．電源途絶時も水素の製造・貯蔵・供給を継続できること

再エネ由来水素の本格活用を見据えた設備導入促進事業
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④助成要件（純水型燃料電池）
１．定格運転時の平均総合効率

低位発熱量基準（LHV）：６０％以上
高位発熱量基準（HHV）：５１％以上

※発電した電力のみを利用する場合は
低位発熱量基準（LHV）：４０％以上
高位発熱量基準（HHV）：３４％以上

２．自立分散型電源であること

ア.平常時 当該電源から電力の供給を受けて事業を行うことで系統電
力への依存度を下げることができること。

イ.災害時 系統電力が途絶えても当該電源から電力の供給を受けて
事業の継続を図ることができる電源であること。

再エネ由来水素の本格活用を見据えた設備導入促進事業
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⑤助成対象経費

助成対象設備 助成対象経費 補助率 助成上限額

再生可能

エネルギー由来
水素活用設備

設計費

設備費

工事費

諸経費

助成対象経費の
1/2以内

３億７０００万円
(5N㎥/h超)

1億円
(5N㎥/h以下)

助成対象経費の
2/3以内

8700万円(3.5kW超)
※1台あたり純水素型

燃料電池 1600万円(3.5kW以下)
※1台あたり

再エネ由来水素の本格活用を見据えた設備導入促進事業

※国補助併給時、国補助額を控除
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●再エネ由来水素の本格活用を見据えた設備
導入促進事業

●水素を活用したスマートエネルギーエリア形成推進事業
（業務・産業部門）（令和３年度以降の申請）
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①助成対象設備

水素を活用したスマートエネルギーエリア形成推進事業

業務・産業用燃料電池

⇒天然ガス等から生成した水素を燃料とする定置式燃料電池

1.社会的実装段階であること

2.未使用品であること

3.新規設置又は更新設置であること

４．自立分散型電源

②助成要件（再エネ由来水素の純水素型燃料電池と共通）
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③助成要件

水素を活用したスマートエネルギーエリア形成推進事業

・固体酸化物形燃料電池であること

・燃料電池ユニットの部品を交換する事業は、助成金の交付
対象としない。

・１台当たりの定格発電出力が1.5kWを超えるものであること

・定格運転時における平均の総合効率が、低位発熱量基準で
６０％以上、高位発熱量基準で５４％以上であること

以上のすべての要件を満たすこと
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④助成対象経費

助成対象設備 助成対象経費 補助率 助成上限額

業務・産業用
燃料電池

設計費

設備費

工事費

諸経費

助成対象経費の
2/3以内

３億３３００万円
(5kW超)
※1台あたり

１３００万円
(1.5kW超～5kW以下)

※1台あたり

再エネ由来水素の本格活用を見据えた設備導入促進事業

※国補助併給時、国補助額を控除
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https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy

クールネット東京 補助金 検 索

各事業の詳細や申請様式は、
下記の公社HPをご確認ください。
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公益財団法人 東京都環境公社
東京都地球温暖化防止活動推進センター
（愛称 クール・ネット東京）
事業支援チーム

TEL 03-5990-5089
Mail cnt-jigyoshien@tokyokankyo.jp

お問い合わせ


